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令和６年度 入札監視委員会（第３回）議事概要 

  
南関東防衛局  

開 催 日 及 び 場 所 
令和６年９月１０日（火） 
横浜第２合同庁舎 低層棟 1階 共用第３会議室 

委      員 
   (◎：委 員 長) 

 梅村 靖弘（大学教授）     
苑田 浩之（弁護士） 
田才  晃 （大学名誉教授） 

◎細田 孝一（大学名誉教授）    
松本 次夫（税理士・公認会計士） 

（敬称略：五十音順） 

Ⅰ 防衛省発注機関が発注する建設工事等に関する審議 

審 議 対 象 期 間 令和６年４月１日～令和６年６月３０日 

  審 議 対 象 件 数 ２２件 

１． 入札状況について（入札参加資格の設定、指名及び落札者決定の経緯等について） 

抽 出 案 件 ５件  

 
 
（審議概要） 
 
 ・契約状況、指名停止措置状況

及び低入札価格調査等につい
て報告 

 
 ・抽出案件の概要説明 

 

 

 

 

建 
 
設 
 
工 
 
事 

一般競争（政府調達協定対象) ０件 

一般競争(政府調達協定対象外) ３件 

企 画 競 争 方 式 ０件 

随 意 契 約 方 式 ０件 

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務等 ２件 

○委員からの意見・質問 
 
○それに対する回答等 

 

意 見 ・ 質 問 回     答 

 

 ① 根岸住宅地区(６)既設構造物撤 

   去工事（Ａ工区） 

 ② 根岸住宅地区(６)既設構造物撤 

   去工事（Ｂ工区） 

 ③ 根岸住宅地区(６)既設構造物撤 

   去工事（Ｃ工区） 

(一般競争入札方式(政府調達協 

定対象外)) 

 

 一括審査方式とはどのようなも

のか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 競争参加資格要件等を共通化で

きる複数工事等の発注を同時期に

予定する場合において、競争参加

申請者が競争参加資格確認資料を

作成する負担を軽減し、かつ、入

札・契約事務手続きの効率化を図

る観点から総合評価落札方式によ
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 Ａ工区及びＢ工区を受注した者

がＣ工区では無効となっているの

は何故か。 

 

 

 

 

 

 総合評価落札方式の評価は誰が

行うのか。 

 

 外部の有識者が評価を行うこと

はあるのか。 

 

 

 

 

 

④ 北富士(６)演習場内物理探査  

(一般競争入札方式(政府調達協

定対象)) 

 

 演習場内における未探査範囲は

今後どのように探査するのか。 

 

 

 

 予定価格はどのように算出して

いるか。 

 

 

 今回応札者が２者だが、過去の

応札状況はどのようなものだった

のか。 

 

 

り求める技術提案のテーマや、配

置予定技術者に求める要件等を同

一にし、審査を行う方式である。 

 

 当該者は、配置予定技術者を２

人立てており、Ａ工区及びＢ工区

を受注したことにより受注希望件

数に達し、Ｃ工区には配置予定技

術者が立てられなくなったことか

ら同者の札を無効扱いとしたもの

である。 

 

 局の職員が評価している。 

 

 

 ＷＴＯ基準額を超える工事で

は、外部の有識者を総合評価アド

バイザーとして委嘱し、技術課題

の設定内容や局職員が行った審査

・評価内容の妥当性等について、

必要に応じて意見聴取を行ってい

る。 

 

 

 

 

 演習場内で造林事業を行ってい

る山梨県及び恩腸林協会から探査

依頼を毎年受け、今後も同様の探

査を実施していく予定である。 

 

 ３者に見積を依頼し、一番安価

な金額を採用している。 

 

 

 過去は３者の応募があったが、

１者がＣランクに下がったことか

ら、参加が出来ない状況となった。 

ランクが戻ればまた参加してく

るものと思われる。 

 

 

 

⑤ 浜松(６)施設最適化総合設計  

(公募型プロポーザル方式) 

 

 ＥＣＩ方式（技術協力・施工タ

イプ）について説明願いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「発注者が最適な仕様を設定で

きない工事」又は「仕様の前提と

なる条件の確定が困難な工事」に

おいて、技術提案に基づき選定さ

れた優先交渉権者と技術協力業務

の契約を締結し、別の契約に基づ
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 マスタープランは本省で長年検

討して、煮詰まった状態で局に渡

されたものなのか。 

 

 

 

 １年ほどの短い期間でどのよう

なプランを作ったのか。 

 

 

 

 

 ３０億円を超える設計業務が、

５者ＪＶの１者応募となってお

り、談合の疑いはないのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 本業務の実施設計を行う際に

は、再委託は認められているのか。 

 

 

き実施している設計に技術提案内

容を反映させながら価格等の交渉

を行い、交渉が成立した場合に施

工の契約を締結するものである。 

 

 マスタープランは令和５年度始

めからスタートしており、何年も

かけてるわけではなく、浜松のマ

スタープランは本年度提示された

ところである。 

 

 マスタープランでは、主に配置

計画を行っており、今後、マスタ

ープランを元に５カ年かけて基本

設計、実施設計を行っていくこと

となる。 

 

 本業務は公募型プロポーザル方

式を採用しており、単体及びＪＶ

での参加を求めているのものであ

り、マスタープランを行った者に

限定しているものではない。 

 他者を排除しているものではな

く、契約制度的には問題は無いた

め、談合的な要素はないものと考

える。 

 

 再委託申請書の提出を求め、審

査のうえ再委託を認めている。 

 

 

委員会による意見の 
具申又は勧告の内容 特に意見なし  

２． 談合疑義案件の処理状況について 

   談 合 疑 義 案 件 総件数      ０件 （審議概要） 

・該当案件なし 

  工 
 
事 

 談  合  情  報                   ０件 

 点 検 結 果 疑 義                   ０件 

業 
 
務 

 談   合   情   報                   ０件 

 点 検 結 果 疑 義                   ０件 

○委員からの意見・質問 
 
○それに対する回答等 

      意 見・質 問         回     答 

なし なし 

委員会による意見の 
具申又は勧告の内容 特に意見なし 

３． 入札結果の事後的・統計的分析結果について 

   審 議 概 要 
  順位傾向の分析、落札率・応札率等の分析、調査項目別の平均落札率等

の分析等を行った資料を委員に配布・報告。 
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○委員からの意見・質問 
 
○それに対する回答等 

      意 見・質 問         回     答 

なし 
 
 
 

４． 再苦情処理（再説明請求回答） 

・該当案件なし 

Ⅱ 防衛省発注機関が締結する契約（建設工事等を除く）に関する審議 

審 議 対 象 期 間  令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

審 議 対 象 件 数  ２１６件 

１．入札状況について（入札参加資格の設定、指名及び落札者決定の経緯等について） 

抽 出 案 件  総件数      ６件 （審議概要） 

・抽出事案の概要説明 

 

一 般 競 争          ６件 

指 名 競 争          ０件 

随 意 契 約          ０件 

 意 見・質 問 回    答 

 
 
 
 
 
○委員からの意見・質問 
 
○それに対する回答等 

① 厚木飛行場周辺(５)航空機騒
音度調査業務 
（一般競争契約（１者応札））
総合評価落札方式  

 
 「厚木飛行場等周辺⑸航空機騒
音度調査業務」と「厚木飛行場等
周辺⑸航空機騒音自動測定装置
等保守業務」は何か関連があるの
か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

「厚木飛行場等周辺⑸航空機騒音
度調査業務」は、厚木飛行場周辺にお
いて騒音度調査を実施し、航空機騒音
のデータ収集・分析等行い、騒音コン
ターを作成する業務となり、「厚木飛
行場等周辺⑸航空機騒音自動測定装
置等保守業務」は、飛行場等周辺に設
置している航空機騒音自動測定装置
等の保守点検等を実施するものであ
る。 

騒音度調査業務では、同調査で得ら
れた航空機騒音のデータを用いて航
空機騒音の評価をし、騒音コンターを
作成することとなる。騒音コンターを
作成する過程において、自動騒音測定
装置で得られた騒音データを用いて、
日々の騒音状況と乖離していないか
検証を行うこととしており、その際、
当該装置で得られた騒音データを活
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当該調査業務では、検討委員会
を設置し委員会の確認を受ける
こととなっているが、委員への謝
金や会議室の使用料等の経費は
契約に含まれているのか。  
 

本業務を実施するにあたり何
かきっかけはあるか。 
 
 
 
 
 
 
 
 総合評価方式における価格点
と技術点の満点が 50 点、100 点
となっているが、これは防衛省と
して一般的な割合か。 
 

評価の結果が不合格となって
いることについて、詳細を説明し
ていただきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 南関東防衛局(５)レンタカー

借上 
（一般競争契約（１者応札）） 

 
 レンタカーの借上げを行うの
はどのような場合か。 
 
 
 
 
 
 レンタカー会社は複数者ある

用している。 
 
 

検討委員会にかかる費用について
は、契約に含んでおり受注者が負担す
ることになる。 
 
 
 

厚木飛行場における住宅防音工事
の対象区域である第一種区域につい
ては、平成 18 年に見直しを行ってお
り、その後、空母艦載機の岩国飛行場
への移駐により、騒音状況に変化が見
込まれることから、令和 4 年度から騒
音度調査に着手しているところであ
る。 

 
防衛省が実施する役務としては、一

般的な割合と承知している。 
 
 
 

当該調査業務においては、航空機騒
音の評価値の算出等、専門的な技術・
知見が要求されること等から、総合評
価落札方式により実施しており、その
評価手順については、「評価手順書」
によるものとされている。 

応札資料作成要領の「技術評価項目
一覧表」に記載されている要件のうち
「評価区分」が「必須」とされている
「提案要求項目」を全て満たしている
必要があり、一つでも要求事項を満た
していない場合は、その応札者は不合
格とすることとしている。 

不合格となった業者から提出され
た提案書については、技術評価基準表
の必須項目のうち「⑷業務の実施方
針」において、本業務の目的を実施す
る上での調査方法及び具体的な実施
方法について記載がされていなかっ
たため、不合格としたものである。 

また、当該業者に対して、記載して
いないことについて確認したところ、
「提案要求項目」については承知して
いたが失念していたとの説明があっ
たもので、すでに提出期限も過ぎてい
たことから不合格としたものである。 
 
 
 
 
 
 業務遂行上、各部等が万遍なく現地
に出向く機会が多々あり、公用車では
対応しきれない場合、また事案対応等
で急を要する場合等にレンタカーを
利用しており、以前から継続して実施
していると承知している。 
 
 今回はたまたま１者であったが、前
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が、何故１者応札なのか。 
 
 
 数量及び金額はどのように設
定しているのか。 
 
 
 
 
 
③ 厚木飛行場及び浜松飛行場周

辺(５)航空機騒音自動測定装
置等保守業務 
（一般競争契約（１者応札）） 

 
１者応札となっているが、過去

も同じ状況か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 南関東防衛局管内(５)駐留軍

等労働者定期健康診断等業務
委託（横須賀地区） 
（一般競争契約（複数者応札）） 

 
 落札者に比べて他の２者の入札
額がかなり高い。この理由は承知
しているか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 落札者は過去の実績もあるため
データの管理等のノウハウがある
のも理由か。 
 
 
 
 
 
 
 予定価格は厳しく設定されて
いるようで、この点は安心した
が、新規参入は難しいのか。 
 

年、それ以前と複数者から応札があっ
たと承知している。 
 
 本件の契約方法は単価契約である。
契約金額は契約単価に予定数量（過去
３ヶ年実績平均）を乗じた年間の予定
金額であり、各月の使用実績に応じた
支出としていることから、損失は発生
しない。 
 
 
 
 
 
 
 予定価格を設定するにあたり、見積
を３社から取得しており、本業務を実
施できる業者は複数者存在するとこ
ろだが、一方で、地方公共団体等にお
いても、当局と同様に測定器を設置し
ており、それらの測定関係の受注もし
ているとのことから、結果として１者
応札となったものと考える。 
 
 
 
 
 
 
 

他の２者の入札額の理由について
は承知していないが、ここ数年は落札
者１者の入札であった。 

予定価格作成にあたり数者から見
積を聴取しているが見積額がかなり
高く、見積額を予定価格にした場合、
落札率が３０％から４０％になる金
額である。 

そのため、予算額の範囲内で予定価
格を設定できず、発注できない案件と
なりかねないものであった。 

そのため、積算においては過去の契
約額を参考にするなど工夫している。 

この業務に市場価格はないところ、
実態に即した予定価格で対応してい
るため、今回たまたま参加してくれた
業者の入札額が予定価格を超過した
ものと考えている。 
 
 それは考えられる。 

資料にもあるように５,３００名の
健診ともなると、人件費はもとより、
注射針など相応の数量の消耗品も必
要となる。こういったものをコンスタ
ントに取り揃えておける企業の体力
も必要であり、落札者にはこれがある
と思う。 
 
 令和５年度においては３者の応札
があり、これは本件担当者の努力の結
果によるものである。 

今後も入札参加業者が増えるよう、
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⑤ 海上自衛隊第２術科学校外

(５)施設発生物品売払 
（一般競争契約（複数者応札）） 

 
 落札価格が予定価格よりだい
ぶ高いようだ。鉄などの価格が高
くなっているので、業者は高い価
格のときに処分することで利益
を得られるのだろうと考えてい
るのだろうか。 
 
 それにしても、だいぶ高い金額
で入札しているようである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再度、入札を行えば、もっと高
くなったかもしれないか。 
  

鉄屑等の売払いであるが、産業
廃棄物の場合、処分費がかかるこ
とにならないのか。 
 

売払った金額はどうなるのか。 
 
 
 
⑥ 南関東防衛局(５)庁用自動車

交換購入（ＳＵＶタイプ） 
（一般競争契約（複数者応札）） 

 
 価格競争ではなく総合評価落
札方式としているのは何故か。 
 
 
 
 
 公用車や運転手に係る今後の
情勢についてどう考えるか。 

 

より広く声をかける等努力していき
たい。 
 
 
 
 
 
 
 業者によって買取後の販路がいろ
いろとあるのだろうと予想される。 
業者にとっては、この金額で買い取っ
たとしても利益が十分得られると見
込みがあったものと考えられる。 
 
 
 今回 8 者が入札に参加し、落札業者
含め 3 者はかなりの高額を入れてき
ており、1 者は予定価格未満、4 者は
予定価格を多少上回る金額で入れて
おり、業者により考え方、売却益の見
込みが違うのだと思われる。 
当局としては、庁舎、宿舎の改修、新
築等により発生する施設発生物品の
売払いにあたり、積算資料等に基づき
予定価格を設け、入札を行い、一番高
く買ってくれる業者に売却している。 
 

制度上、予定価格を上回った時点
で、再度の入札は行えない。 
 

本件売払は、財産価値があるものを
売却するものであり、産業廃棄物は含
まれていない。 
 

歳入として計上され、国庫に入る。 
 
 
 
 
 
 
 

公用車の調達に当たっては、環境省
の方針等を踏まえ、価格に加えて環境
性能に配慮することが求められてい
るため、昨今は総合評価落札方式によ
ると承知している。  
 

公用車は地球温暖化対策（温室効果
ガスの削減等）を踏まえ電気自動車の
導入が、運転手は総人件費改革を踏ま
え民間委託の推進を図ることとされ
ているので、これらの方針等に従い対
応していくこととなると考える。 

 
  

委員会による意見の 

具申又は勧告の内容 
特に意見なし 
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２．談合疑義案件の処理状況について 

談 合 情 報 件 数 ０件 
（審議概要） 

・該当案件なし 

○委員からの 意 見・質 問 回    答 

○それに対する 
回答等 

  
なし 
  

委員会による意見の具申又
は勧告の内容 

特に意見無し  

３．再苦情処理（再説明請求回答） 

該当事案無し 
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令和６年度 入札監視委員会（第３回）議事概要 

  

防衛大学校  

開 催 日 及 び 場 所 
令和６年９月１０日（火） 
横浜第２合同庁舎 低層棟 1階 共用第３会議室 

委      員 
   (◎：委 員 長) 

 梅村 靖弘（大学教授）     
苑田 浩之（弁護士） 
田才  晃 （大学名誉教授） 

◎細田 孝一（大学名誉教授）    
松本 次夫（税理士・公認会計士） 

（敬称略：五十音順） 

 

Ⅰ 防衛省発注機関が発注する建設工事等に関する審議 

審 議 対 象 期 間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

  審 議 対 象 件 数  ２５件 

１． 入札状況について（入札参加資格の設定、指名及び落札者決定の経緯等について） 

抽 出 案 件 １件 
（審議概要） 

・契約状況、指名停止措置状況につ

いて説明 

 

・抽出案件の概要説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 
 
設 
 
工 
 
事 

一般競争（政府調達協定対象)
 

０件 
 

一般競争(政府調達協定対象外) 
 

１件 
 

企 画 競 争 方 式 
 

０件 
 

随 意 契 約 方 式 
 

０件 
 

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務等 ０件 

 意 見 ・ 質 問 回     答 

 

 

○委員からの意見・質問 

○それに対する回答等 

 

① 防衛学館系統屋外給汽配管修理
工事 
(一般競争入札方式(政府調達協定
対象外)) 

 
 防大内での蒸気の使用用途は何
か。 
この工事は 1箇所のみの工事なの

か。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 防大では、蒸気を冷暖房用として
使用している。防大の蒸気ルートと
しては、ボックスカルバート方式と
蒸気マンホール方式の２通りがあ
り、今回は蒸気マンホール方式の埋
設管 1箇所からの蒸気漏れである。 
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 この蒸気は集中式になっている
が、今回の工事個所の配管は、防衛
学館以外に配管されているのか。 
 
 今は集中式となっているが、将来
的には個別式になるのか。今後老朽
化が進んでいくが、将来的な更新計
画はどうなっているのか。 
 
 この工事は 1箇所のみでこの金額
になるのか。やはりルートを変える
とこのような金額になるのか。 
 
 
 予定価格は市場価格で計算されて
いるが、積算価格では計算できない
のか。 
 
 
 
 
 

 
 防衛学館の隣に球技体育館があ
り、そこに蒸気を送る配管となって
いる。 
 
今後の更新計画では蒸気は縮小し

ていく方向で考えている。 
 
 
 
 掘削やボイラー用の配管であるこ
とや熱膨張の調査等を含めるとこの
ような金額になると考えている。 
 
 
 本工事の蒸気配管の口径が３００
以上の特殊な部品であるため、受注
生産業者からの見積による市場価格
の採用が妥当だと考えている。 
 
 
 

委員会による意見の 
具申又は勧告の内容 

特に意見なし 

２． 談合疑義案件の処理状況について 

   談 合 疑 義 案 件 総件数      ０件 （審議概要） 

 

・該当案件なし 

 

 

 

工 
 
事 

 談  合  情  報                   ０件 

 点 検 結 果 疑 義                   ０件 

業 
 
務 

 談   合   情   報                   ０件 

 点 検 結 果 疑 義                   ０件 

○委員からの意見・質問 
 
○それに対する回答等 

      意 見・質 問         回     答 

なし なし 

委員会による意見の 
具申又は勧告の内容 なし 

３． 入札結果の事後的・統計的分析結果について 

   審 議 概 要   なし 

○委員からの意見・質問 
 
○それに対する回答等 

      意 見・質 問         回     答 

なし なし 

４． 再苦情処理（再説明請求回答） 

・該当案件なし 
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Ⅱ 防衛省発注機関が締結する契約（建設工事等を除く）に関する審議 

審 議 対 象 期 間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

審 議 対 象 件 数 ４２件 

１．入札状況について（入札参加資格の設定、指名及び落札者決定の経緯等について） 

抽 出 案 件 総件数      ５件 （審議概要） 

・抽出事案の概要説明 

 

一 般 競 争          ４件 

指 名 競 争          １件 

随 意 契 約          ０件 

 意 見・質 問 回    答 

 

 

○委員からの意見・質問 

 

○それに対する回答等 

① セキュリティ監視支援役務
（一般競争契約（１者応札）） 

 
他にも参加できそうな業者が

いると思われるが、なぜ 1者し
か参加していないのか。 
 
 
 本契約の落札者が（防衛大学
校の）システムを設計・設置し
ていたために他の業者が参加す
る余地がなかったのではない
か。 
 
 一般論になるが、業者への入
札参加の声掛けは、複数者応札
に繋がり、競争性が働く可能性
があるので（声掛けを）実施し
ていくほうがよい。 
 
 資料２４ページに「予算を低
減」とあるが、何かコスト的に
安くなったのか。 
 
 
 
 
 防衛省内の他機関と合同では
なく、防大独自でこのセキュリ
ティを行う必要があったのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② バス借上（単価契約） 

（一般競争契約（複数者応札）） 
 

 
 
 
 公告によって複数の業者の参加を
期待していたが、仕様書の要件を満
たす業者が結果的に１者となってし
まったと考えている。 
 
 （防衛大学校の）システムは落札
者ではない別の業者により設計・設
置されているため、落札者が限定さ
れているわけでなない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 資料の書き方にニュアンスの違い
があるが、令和６年度のシステムの
換装時期より前倒しで本役務を行う
ことにより、令和６年度の予算負担
の低減に繋がったという意味である
。 
 
 防大の他に、防衛医科大学、防衛
研究所があるが、防大は大学の研究
としての側面が強く、従来からのＤ
ＩＩによる監視ではいろいろな制限
があったため、研究に支障がでてい
た。そのため、今回ＤＩＩから分離
させるにあたり、独自にセキュリテ
ィ役務を実施する必要があった。先
程の２機関についても、今後ＤＩＩ
から分離した際には、防大と同様に
独自のセキュリティが必要になると
考えている。 
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 青森、江田島、佐世保や呉等
ずいぶん遠くの場所を移動して
いるが、全てバスで移動してい
るのか。 
 
 落札率がかなり低いが、昨今
のドライバー不足やバスが不足
している問題があり、バスの借
上費用が値上がりしている中
で、この落札率は低すぎるので
はないかと思い抽出したが、安
全性等を含めて何か問題はない
のか。 
 
 
  
③ 1･2･3･4 学生舎監視設備増設

作業 
（一般競争契約（複数者応札）） 

 
 低落札なうえ、１番札と２番
札に１０００万円以上の開きが
あるが原因の把握や調査等はし
ているのか。 
 
 
 
 
 
 既存の監視設備の設置業者
は、本契約の落札者なのか。 
 
 
  
④ 防音ブース 

（一般競争契約（複数者応札）） 
 
 １番札、２番札の差が大きく
開いた原因について、何か分析
をしているのか。 
 
 
 一般的なカタログ品なのか。 
 
 
⑤ 先端学術・防衛技術研究組織

の検討に要する調査 
（指名競争契約（公募時複数者
応募）） 

 
 ３者とも予定価格より大きく
下回った価格となっているが、
予定価格はどのように算出して
いるのか。 
 
 業者は参考見積を提出する際
には、割と高めの金額となる傾
向があるが、今回もそういう事
になったという事なのか。 
 
 
 

 そのとおりである。 
 
 
 
 
 距離単価やドライバーを拘束して
いる時間の単価等は、令和４年度と
比較して２割から３割ぐらい上がっ
ており、適正な価格であると考えて
いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 入札金額が、調査基準価格を下回
ったため、低入札価格調査を実施し
、入札価格の分析等を行い、履行能
力の確認した上で、契約に至ってい
る。落札業者には本件と同種同類の
工事のノウハウがあるため低価格に
なったものであり、問題はないと考
えている。 
 
 既存の監視設備の設置業者は、本
入札に参加した業者で２番札の業者
である。 
 
 
 
 
 
 一般競争であるため、業者の企業
努力により、仕入れ値を安くできた
ことにより、この金額になったと考
えている。 
 
 カタログに記載された既製品であ
り、一般的なものである。 
 
 
 
 
 
 
 ３者から参考見積を徴収し、最も
安価なものを採用して、予定価格を
算出している。 
 
 
 やはり３者とも応札意欲が高く、
競争となったことにより、結果的に
参考価格よりもかなり低い金額で、
防大にとって有利な入札になったか
と考えている。この入札では低入札
価格調査を実施しており、業者の報
告からは今回のような調査役務と同
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 やはり業者からの参考見積で
は金額が高くなる傾向があるの
で、今後は参考見積を精査して
ほしい。最初の案件（セキュリ
ティ監視支援役務）時に話があ
ったように、複数者が入札に参
加するだけでも、価格が下がる
可能性が十分あるので、今後の
入札には他の業者に声がけをす
るようにしてほしい。 
 
 一般論として、市場価格方式
にはメリットがあり、例えば積
算方式では価格の変動に対応し
きれずに、不落（不調）になっ
てしまい、２回も入札をするよ
うな状況になってしまう。市場
価格方式では、実際の市場価格
に対応した予定価格となり、複
数回入札することを防ぐメリッ
トがある。 
 逆に問題点として、業者が参
考見積を高めに出してくるとい
う事もあり、参考見積をどのよ
うな場面で利用するかを考えな
いといけない。本件について
は、市場価格方式の悪い面がで
ていたのではないかと思う。 
 今回はしっかりと３者指名に
よる競争入札だったが、こうい
う調査役務では、業者のさじ加
減で調査内容の質を下げてコス
トを下げることもあり得るの
で、業者の指名については今後
も慎重に行っていただきたい。 
 
 今回６件の審査を行ったが、
いずれの案件も問題なく、適正
に処理されていると評価する。 
 

種の契約実績を踏まえて入札をして
おり、決して安価な金額ではないと
認識している。しかしながら、やは
り提出された参考見積が高い傾向に
あったと考えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

委員会による意見の 

具申又は勧告の内容 
特に意見なし 

 

２．談合疑義案件の処理状況について 

談 合 情 報 件 数 ０件 
（審議概要） 

・該当案件なし 
○委員からの 

意見・質問 
意 見・質 問 回    答 

○それに対する   
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回答等 なし 

 
 

委員会による意見の具申又

は勧告の内容 
なし 

 

３．再苦情処理（再説明請求回答） 

・該当事案無し 

 


